
環境市民厚生常任委員会 
 

 

日 時  令和７年１１月１２日（水） 午前１０時００分 ～ 

場 所  全員協議会室 

 

１ 開 議 

 

 

２ 行政報告 

 

【こども未来部】                 

（１）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について 

 

３ その他 



令和７年１１月１２日  

環境市民厚生常任委員会  

  

  

 

 

－ 提 出 資 料 ― 
  

  

  

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について 

  

  

  

  

  

 

 

  

こども未来部 
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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の 

実施について 

こども未来部保育課 

 

１ 概要 

 保育施設等に通園していない児童を対象に、保護者の就労の有無にかかわらず、時間

単位で保育所（園）・認定こども園等を利用できる制度。 

 令和８年４月１日から全国の自治体で実施（府内では、京都市・宇治市で先行実施中）。 

 

（１）内容 

全てのこどもたちの育ちを応援し、子育て家庭に対する支援を強化するため、 

◆０歳６か月～満３歳未満までの未就園児を対象として 

◆月１０時間までの利用を上限とした通園支援 

を実施するもの。 

 

（２）意義 

◎こどもにとって 

  ■家庭とは異なる経験や家族以外の人とかかわる機会が得られる。 

  ■年齢の近いこどもとのかかわりにより、成長発達に資する豊かな経験を得られる。 

◎保護者にとって 

  ■専門的な知識を持つ人とのかかわりにより、孤独感や不安感の軽減につながる。 

  ■月に一定時間こどもと離れることで、育児への負担感の軽減につながる。 

◎事業者にとって 

  ■将来的に利用児童の減少等により定員枠に余裕のある園において、建物や人材の

活用が可能になる。 

 

【参考】こども誰でも通園制度と一時預かり事業の比較 

 こども誰でも通園制度 一時預かり 

制度の位置づけ 子ども・子育て支援法に基づく給付

制度 

市町村が実施主体となる補助事業 

利用料 【Ｒ７】 

３００円／時間 

【Ｒ８】 

０円／時間（国で検討中） 

（私立） 

各園で設定 

（第六保育所） 

３歳児未満 ２，０００円／日 

３歳児以上 １，５００円／日 

事業の目的 通園することで家庭では得られな

い経験を通じ「全てのこどもの育

ち」を目的とする。 

保護者が仕事等でこどもを保育で

きない時に、一時的に預かることを

目的とする。 
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２ 内容の詳細 

（１）全体像 

事項 内容 

利用可能時間 １０時間／月 

対象 
０歳６か月～満３歳未満までの未就園児 

利用方法 
定期利用：利用する園・月・曜日・時間を固定し、定期的に利用する方法 

自由利用：利用する園・月・曜日・時間を固定せず、柔軟に利用する方法 

実施方法 一般型：専任職員を配置し専用室で預かる又は在園児と合同で預かる方法 

余裕活用型：既存の職員配置で在園児と合同で預かる方法（預かり可能人数

は配置基準内） 

 

（２）給付単価 

【令和７年度】                基本分／時間 

年齢 単価 自己負担 合計 

０歳 １，３００円  

３００円 

１，６００円 

１歳 １，１００円 １，４００円 

２歳 ９００円 １，２００円 

 

（給付加算）               加算額／時間 

項目 給付単価 

障害児加算 ４００円 

要支援家庭のこども加算 ４００円 

医療的ケア児加算 ２，４００円 

 

（利用料減免）              減免額／時間 

項目 単価 

保護世帯 ３００円 

非課税世帯 ２４０円 

所得割額７７，１０１円未満 ２１０円 

 

※令和８年度以降の単価は国から示されていないため、未定です。 

 

３ 実施園 

 ●公立保育所・認定こども園全９園 

●民間幼稚園・認定こども園、認可外保育施設の計７施設において実施の意向 
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４ スケジュール（予定） 

令和７年１２月   「亀岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例」制定及び「亀岡市立保育所条例」・「亀岡市立

認定こども園条例」改正を市議会へ上程 

    「亀岡市乳児等通園支援事業の実施に関する規則」を制定 

各事業者に認可手続きの案内等を送付 

令和８年１月    認可申請書類の提出締切・審査 

２月    子ども・子育て会議委員に認可意見聴取、設置認可 

３月議会  「亀岡市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例」制定を上程 

３月    実施要綱等を制定 

広報誌・ＨＰ等で広報 

４月～   公立園の実施に係る公示、事業開始 

 

５ こども誰でも通園制度総合支援システム 

  こども誰でも通園制度の創設に伴い、制度の円滑な利用やコスト・運用の効率化を

図ることを目的として国が整備しているシステムで、利用者・事業者・市町村に対し

て提供。 

本システムは以下の機能を備えており、ＷＥＢブラウザから利用できるため、当市

においてシステム導入や改修は不要。 
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６ 令和７年１２月議会上程予定 条例制定・改正一覧 

（１）制定 

・亀岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

   （内容） 

    民間園が事業を開始するにあたり市の認可を受ける必要があるため、設備や職

員配置等の認可基準を定めるもの。 

（２）改正 

   ・亀岡市立保育所条例 

・亀岡市立認定こども園条例 

（内容） 

    亀岡市保育所条例及び亀岡市立認定こども園条例で規定している事業に、「乳

児等通園支援事業」を追加。 


